
合
理
的
な
計
画
の
も
と
に
各
種
施
策
を

効
果
的
に
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

し
か
し
途
上
国
で
は
、
し
尿
を
含
む

生
活
排
水
処
理
や
産
業
排
水
対
策
は
政

策
上
の
優
先
順
位
は
低
く
、
上
水
道
整

備
と
比
べ
る
と
後
回
し
に
な
り
が
ち
だ
。

市
民
も
、
上
水
道
料
金
は
払
う
が
下
水

道
料
金
は
払
い
た
く
な
い
と
い
う
考
え

が
主
流
で
、
腐
敗
槽
（
上
図
参
照
）
汚

泥
の
定
期
的
な
引
き
抜
き
を
怠
り
、
詰

ま
っ
て
か
ら
依
頼
を
行
う
傾
向
に
あ
る
。

ま
た
、
汚
泥
収
集
業
者
は
安
定
的
な
汚

泥
処
理
場
不
足
と
、
仮
に
処
理
場
が

あ
っ
て
も
監
視
制
度
が
不
十
分
な
こ
と

か
ら
、
住
民
か
ら
料
金
を
受
け
取
っ
て

も
処
理
場
ま
で
運
搬
せ
ず
に
不
法
投
棄

す
る
と
い
う
事
態
も
起
き
て
い
る
。
生

活
環
境
や
水
質
の
改
善
に
は
、
政
策
決

定
者
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
市
民
の
意

識
改
革
な
ど
が
必
要
だ
。

　

そ
ん
な
な
か
、
イ
ン
ド
で
は
ナ
レ
ン

公
衆
衛
生
と

水
質
保
全
の
問
題
が

途
上
国
で
同
時
に
発
生

　

1
9
5
0
年
代
、
戦
後
の
復
興
期

を
迎
え
た
日
本
で
大
き
な
問
題
と
な
っ

て
い
た
も
の
に
、
都
市
部
に
お
け
る
し

尿
処
理
が
あ
る
。
都
市
部
で
の
人
口
増

加
や
、
海
洋
投
棄
の
縮
小
、
化
学
肥
料

の
普
及
に
よ
る
農
村
部
で
の
し
尿
活
用

量
の
減
少
が
お
も
な
原
因
だ
っ
た
。
発

生
量
と
処
理
量
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
、

都
市
部
で
は
し
尿
が
溢
れ
る
事
態
と
な

り
、
河
川
、
湖
沼
、
海
域
、
山
谷
な
ど

で
、
し
尿
の
無
秩
序
な
投
棄
が
行
わ
れ

た
。
そ
こ
で
、
国
や
地
方
自
治
体
は
一

貫
し
た
政
策
を
掲
げ
、
し
尿
処
理
施
設

の
整
備
を
進
め
た
。
そ
の
後
、
65
年
以

降
の
高
度
経
済
成
長
期
に
は
、
急
速
な

産
業
と
経
済
の
発
展
に
伴
い
生
活
排
水

や
産
業
排
水
に
よ
る
河
川
や
湖
沼
の
水

質
汚
染
が
社
会
問
題
と
な
っ
た
。
70
年

に
公
害
国
会＊

2

が
開
か
れ
、
水
質
汚
染
解

決
の
た
め
に
法
制
度
の
整
備
や
合
併
浄

化
槽＊

3

、
下
水
道
な
ど
の
普
及
に
向
け
て

日
本
は
舵
を
切
っ
た
。
こ
う
し
て
日
本

は
50
年
代
以
降
、「
公
衆
衛
生
の
保
持
・

生
活
環
境
の
改
善
・
水
質
保
全
」
と
い

う
一
連
の
課
題
に
対
し
、「
し
尿
処
理

と
生
活
排
水
処
理
・
産
業
排
水
対
策
」

と
い
う
取
り
組
み
を
段
階
的
に
行
っ
て
き

た
。

 

「
途
上
国
で
は
今
、
こ
れ
ら
の
問
題
が

同
時
に
起
き
て
い
ま
す
」
と
指
摘
す
る

の
は
、
J
I
C
A
国
際
協
力
専
門
員

の
北
川
三
夫
さ
ん
だ
。「
し
尿
処
理
対

策
が
長
く
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
な
か
、

急
速
な
経
済
発
展
に
伴
う
生
活
排
水
や

工
場
排
水
に
よ
る
水
質
汚
染
も
生
じ
て
、

深
刻
な
生
活
環
境
と
水
質
の
悪
化
を
招

い
て
い
ま
す
」
と
話
す
。

市
民
の
意
識
変
革
と

日
本
の
経
験・技
術
の
活
用

　

国
連
に
は
水
関
連
の
機
関
が
30
ほ
ど

あ
る
。
そ
れ
ら
を
取
り
ま
と
め
て
い
る

国
連
水
関
連
機
関
調
整
委
員
会
（U

N
-

W
ater

）
で
は
、S
D
G
s
の
水
に
関
わ

る
目
標
6
「
安
全
な
水
と
ト
イ
レ
を
世

界
中
に
」
の
達
成
に
向
け
て
、
世
界
の

国
や
地
域
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
（
継
続
的

な
観
測
）
を
実
施
し
目
標
6
達
成
の
た

め
の
サ
ポ
ー
ト
を
行
っ
て
い
る
。
生
活

環
境
と
水
質
の
改
善
を
同
時
に
図
る
に

は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
よ
る
現
状
分
析

の
結
果
を
ふ
ま
え
て
政
策
を
決
定
し
、

　途上国で用いられることの多い汚水処理施設。セプティ
ックタンクとも呼ばれ、各戸に設置される。水洗トイレからの
汚水を槽内に貯留させて、沈殿分離および嫌気性微生物
による処理を行う。流出水は道路側溝などに排出される。堆
積汚泥は、定期的に引き抜く必要がある。
出典 ： 環境省「日本におけるし尿処理・分散型生活排水処理システム」を
 もとに作成。

ド
ラ
・
モ
デ
ィ
首
相
が
腐
敗
槽
汚
泥
管

理
や
生
活
排
水
の
処
理
に
力
を
入
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
野
外
排
泄
が
行
わ

れ
て
い
る
地
域
へ
の
ト
イ
レ
の
設
置
。

さ
ら
に
1
日
12
万
ト
ン
の
し
尿
が
排
出

さ
れ
る
都
市
部
で
は
、
そ
の
約
6
割
が

不
法
投
棄
さ
れ
て
い
る
と
報
道
さ
れ
る

な
か
、
行
政
が
主
導
し
て
税
金
（
固
定

資
産
税
）
を
用
い
た
腐
敗
槽
汚
泥
処
理

場
の
設
立
・
管
理
運
営
を
始
め
た
。
汚

泥
収
集
業
者
に
対
し
て
は
、
処
理
場
に

お
い
て
税
金
か
ら
賃
金
を
支
払
う
よ
う

に
転
換
す
る
と
、
不
法
投
棄
は
減
少
し

た
。
水
質
改
善
の
た
め
の
下
水
道
整
備

も
同
時
に
行
っ
て
い
る
。
政
策
、
財
政
、

組
織
、
人
材
、
法
律
面
か
ら
包
括
的
に

取
り
組
む
好
事
例
だ
。

　

生
活
排
水
や
産
業
排
水
の
安
全
な
処

理
・
管
理
は
、
ひ
い
て
は
安
全
な
水
の

供
給
、
生
態
系
の
維
持
、
人
々
の
健
康

リ
ス
ク
の
低
減
に
も
つ
な
が
り
、「
人

間
の
安
全
保
障＊

4

」
上
も
重
要
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
日
本
は
地
域
の
特
性
や
適
用

可
能
な
技
術
も
考
慮
し
な
が
ら
、「
法

整
備
や
財
政
制
度
」「
維
持
管
理
体
制

や
人
材
育
成
の
枠
組
み
」
を
段
階
的
に

整
え
生
活
環
境
や
水
質
の
改
善
を
図
っ

て
き
た
。
こ
れ
ら
の
経
験
は
、
同
様
の

課
題
を
抱
え
る
途
上
国
に
も
有
用
だ
。

途
上
国
の
実
状
に
応
じ
た
汚
水
処
理
法

や
汚
泥
の
再
利
用
、
I
T
技
術
や
省

エ
ネ
設
備
な
ど
を
利
用
し
た
ス
マ
ー
ト

で
地
球
環
境
に
や
さ
し
い
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
。
途
上
国
か
ら
日
本
の
技
術
の
活

用
へ
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

　2015年9月の国連総会で採択された持続可能
な開発目標（SDGs）には、17の目標があり、各目標
には30年までに達成すべきことが定められている。
　水と衛生に関する目標として、目標6「すべての
人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を
確保する」があり、健康で文化的な生活を維持す
るには、世界各国が健全な水循環をつくり、維持
することが求められている。JICAはその達成に向
けて、インドネシア（p.08-10）、フィリピン（p.12-15）、カ
ンボジア（p.16-17）をはじめとする途上国に多くの
協力を行っている。

目標 6 安全な水とトイレを世界中に

腐敗槽

流入

点検口

放流または
土壌処理へ流入T字菅 放流T字菅

点検口マンホール

汚水

汚泥

スカム
（汚水の表面に浮く汚泥）

“水”は地球上のすべての命になくてはならないもの。
私たちは水を使うだけでなく、
使った水を安全できれいな状態にして地球に戻す責任がある。
今、途上国では急速に進む都市化や人口増加に対して、
生活排水＊1や産業排水の処理が追いついていないという問題を抱えている。
日本の汚水管理の経験と技術の伝達が期待されている。

特集 水質改善

より安全に、
よりきれいに

文●松井 健太郎

04June 2020

カンボジアのプノンペンには下水処理施設が
存在せず、汚水がそのまま湖に直接流れ込
む。泡立つ湖で子どもは泳ぎ、親たちは魚を獲
る。水質汚濁による健康被害が懸念される。

＊1 生活排水は、し尿（大便や小便）と雑排水（台所・洗濯・風呂排水等）からなり、雑排水の汚濁負荷量はし尿と同程度かそれ以上である。
＊2 1970年11月に開かれた第64回臨時国会。公害対策に向けて多くの政策が定められた。

＊3 初期の浄化槽は、し尿のみを処理する単独浄化槽だったが、し尿と雑排水を処理する合併浄化槽が開発された。
＊4 「人間の安全保障委員会」が作成した最終報告書（2003年）では、「人間の生にとってかけがえのない中枢部分を守り、すべての人の自由と可能性を実現すること」と定義している。


